
住宅リフォーム詐欺商法に注意！

常滑警察署
西之口交番

西之口交番だより 令和8年５月号

自転車は「車両」！ 歩行者とは
通行方法が違うことを理解して！

屋根や外壁、水回り等の無料点検を装い・・・
「瓦が割れている」、「柱が腐っている」
「放置すれば大変なことになる」等と
ウソを言ったり、わざと壊したりして・・・

「無料点検」をうたっていても
必要がなければ断りましょう！

まったく必要がない高額の住宅リフォーム
工事の契約を迫って・・・

驚くほど
高額！

⚫ ヘルメットは転倒した時
に頭部を守ります！

⚫ ケガの発生や程度を抑え
る効果があります！

⚫ 令和8年4月1日から、16歳以上の者が行った
自転車の「反則行為」に、青切符が適用されます！


